
優良県営建設工事表彰審査基準 

 

 
１ 要領第７第１項の優良県営建設工事表彰の審査基準 

１－１ 他の模範となる事項についての審査 

(ｱ) 実施要領第７第１項に基づく「他の模範となる事項」について、審査会委員６人の評価点の平均値

を本審査における点数とする。 

(ｲ) 「他の模範となる事項」の評価方法は、別表１のとおりとする。 

 

１－２ 表彰候補選定 

  (ｱ) 工事成績評定点、公所長推薦工事評定点及び他の模範となる事項の点数を合計した総合点数を考慮

の上、表彰候補となる県営建設工事を選定する。 

 (ｲ) 選定にあたっては、過去に受賞経験のある請負業者についても受賞の対象とする。 

 (ｳ) 審査については、実施要領に定める発注公所の長から提出された推薦調書により行うことを基本と

し、審査会委員から特定の工事について現地調査を求められた場合は、当該工事について現地調査を

行うものとする。 

 (ｴ) 公所長推薦工事評定点は、以下のとおりとする。 

    第１推薦：５点 

    第２推薦：３点 

    第３推薦：１点 

 

２ 要領第７第２項の優良下請負企業表彰の審査基準 

 ２－１ 工事に貢献した内容についての審査 

(ｱ) 「工事に貢献した内容」についての審査は、当該工事の発注公所の長が(ｲ)により行う。 

  (ｲ) 「工事に貢献した内容」の具体的な評価方法は、別表２のとおりとする。 

 

 ２－２ 表彰候補選定 

(ｱ) ２－１の点数を考慮の上、表彰候補となる下請負企業を選定する。 

  (ｲ) 複数の下請負企業の点数が同点となった場合は、元請負工事の工事成績評定点が高い下請負工事を

優先的に表彰候補とすることを基本とする。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別表１） 

他の模範となる事項の評価方法 

他の模範となる事項 評価方法 

１ 環境への配慮 

＊採点は、０～５点までの整数により採点する。 

＊採点の目安を次のとおりとする。 

 ５点（十分に評価できる）～０点（評価できない） 

＊評価点の算出方法 

 採点点数（０～５点）×２（最もアピールしたい取組に該当

する場合は、×３とする。）（満点10点または15点/1人） 

２ 地域への配慮 

＊採点は、０～５点までの整数により採点する。 

＊採点の目安を次のとおりとする。 

 ５点（十分に評価できる）～０点（評価できない） 

＊評価点の算出方法 

 採点点数（０～５点）×２（最もアピールしたい取組に該当

する場合は、×３とする。）（満点10点または15点/1人） 

３ 創意工夫 

＊採点は、０～５点までの整数により採点する。 

＊採点の目安を次のとおりとする。 

 ５点（十分に評価できる）～０点（評価できない） 

＊評価点の算出方法 

 採点点数（０～５点）×２（最もアピールしたい取組に該当

する場合は、×３とする。）（満点10点または15点/1人） 

評価点 満点35点/1人 

 

 (別表２) 

 優良下請負企業表彰の審査における、「工事に貢献した内容」の評価方法 

「工事に貢献した内容」の評価方法 

 各評価項目の推薦理由について、次のとおり配点する。 

 ・ 下請負企業の功績が顕著である     …２点 

 ・ 下請負企業の功績がある程度認められる …１点 

 ・ 下請負企業の功績は評価できない    …０点 

＊０～２点までの整数により採点する。 

 

 


